
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度第３回岐阜県事業評価監視委員会の審議結果について 

 県では、公共事業の効率的な執行とその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、

学識経験者をはじめ経済界や一般公募など県民の代表者で構成する「岐阜県事業評価監

視委員会」を設置し審議しています。 

 この度、第３回の岐阜県事業評価監視委員会を開催し、再評価実施箇所（８箇所）の

審議を行いましたので、その結果を下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 日 時 ： 平成２６年８月８日（金）９：３０～１２：００ 

２ 場  所 ： 県庁６階 ６南３会議室 

３ 再評価実施箇所の審議結果について 

① 農業農村整備事業［事業主体：岐阜県］ 

・審議事業：県営基幹農道整備事業【下呂中央地区】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 継続 」を了承する。 

② 林道事業［事業主体：岐阜県］ 

・審議事業：公共林道事業【三倉
み く ら

～上ヶ流
か み が れ

線】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 継続 」を了承する。 

③ 林道事業［事業主体：郡上市］ 

・審議事業：公共林道事業【鎌辺
か ま べ

～明山
あけやま

線】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 継続 」を了承する。 

④ 林道事業［事業主体：中津川市］ 

・審議事業：公共林道事業【木曽
き そ

越
ごえ

線】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 継続 」を了承する。 

⑤ 河川事業［事業主体：岐阜市］ 

・審議事業：都市基盤河川改修事業【一級河川 新荒田
しんあらた

川
がわ

】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 継続 」を了承する。 

⑥ 河川事業［事業主体：岐阜市］ 

・審議事業：総合流域防災事業【準用河川 戸
と

石川
いしがわ

】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 継続 」を了承する。 

⑦ 街路事業［事業主体：岐阜県］ 

・審議事業：街路事業【（都）新所
しんしょ

平島
へいじま

線 平成
へいせい

工区】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 継続 」を了承する。 

⑧ 水道事業［事業主体：岐阜県］ 

・審議事業：特定広域化施設整備事業【東部広域水道事務所管内】 

・審議結果：事業主体の対応方針（案）「 休止 」を了承する。 
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４ その他 

議事要旨は後日ホームページ（下記ＵＲＬ）で公開いたします。 

（http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/gijutsukanri/kensetsu-gijutsu/jigyoh

yoka-iinkai/）「岐阜県事業評価監視委員会」で検索 
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